
 

診療報酬改定等に伴う記録条件仕様の変更等について 

 

 診療報酬改定に伴う変更等を想定している事項 

今回の記録条件仕様の変更については、訪問看護療養費請求書等の記載要領の変更が見

込まれ、厚生労働省保険局医療課と協議済みであり、記載要領に追記される予定とされてい

ることから、次のとおりオンラインによる請求に係る記録条件仕様（訪問看護用）（以下「記

録条件仕様」という。）の変更があることを想定しております。 

   

項番 
対象となる箇所 

内容 資料 
レコード 対象項目 

1 
レセプト共

通レコード 
再入院等区分 

複数回再入院があった場合に、記録する

ことが出来ないため、特記事項レコードに

記録変更される想定。 
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2 
レセプト共

通レコード 

再入院等年月

日  

複数回再入院があった場合に、記録する

ことが出来ないため、特記事項レコードに

記録変更される想定。 

3 
心身の状態

レコード 

ＧＡＦ尺度 

判定した値 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）又は（Ⅲ）

を算定した場合は、別表２９ＧＡＦ尺度に

より判定した値コードから、当該月の初日

の指定訪問看護時におけるＧＡＦ尺度によ

り判定した値に該当する範囲等のコードを

記録される想定。 

4 
心身の状態

レコード 

判定した年月

日 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ）又は（Ⅲ）

を算定した場合は、当該月の初日の指定訪

問看護時におけるＧＡＦ尺度により判定し

た年月日を西暦で記録される想定。 

5 

訪問看護

療養費レ

コード 

職種等 

同日複数回の指定訪問看護を実施し、同

日訪問回数に「０２」又は「０３」を記録し

た場合は、訪問回ごとに、主として訪問看

護を実施した者に該当する職種等コードを

それぞれ記録される想定。 

資料２－１ 

 



項番 
対象となる箇所 

内容 資料 
レコード 対象項目 

6 

訪問看護

療養費レ

コード 

同日訪問回数 

別に定める訪問看護療養費マスターの項番

４４「実施回数区分」が「０：記録が不要な訪

問看護療養費」以外の訪問看護療養費コード

を記録した場合、該当する別表２０ 訪問看

護回数コードを記録される想定。 
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7 別表 別表 6 

項番１に伴い、別表 6が削除される想定。

（削除に伴い別表を繰り上げる想定） 

8 別表 別表 21 
項番５に伴い、新たに職種等コードが追

加される想定。 

9 別表 別表 29 
別表２９として、ＧＡＦ尺度により判定

した値コードが追加される想定。 

 

※ 今後発出される告示・通知及び記載要領の改正により、変更が生じる場合があります。 

変更が生じる場合や記録条件仕様の想定について追加等がある場合は、レセ電通信に

て随時掲載いたします。 

 


